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研究成果の概要（和文）：東日本大震災からの復興政策の立案・実施では、住まいの再生のあり方が最重要の主
題の一つになる。本研究は、岩手県・釜石市における被災者の住宅事情を繰り返し調べ、その変化を追跡すると
ころから、住宅復興のための政策・制度を評価し、その改善に貢献しようとするものである。同一グループに対
するアンケート調査を反復・継続した点に、実証研究としての本研究の特徴と価値がある。調査結果をもとに、
「仮設」世帯と「みなし仮設」世帯の違い、経年にともなう被災世帯の高齢・小規模・無業化、世帯分離の実
態、住宅再建・公営住宅入居意向の変化、土地所有の実態とその変化などをとらえ、それをふまえ、住宅復興政
策を検証した。

研究成果の概要（英文）：This research looks at transformations in housing related circumstances 
surrounding households affected by the 2011 Great East Japan Earthquake. We have conducted a series 
of questionnaire surveys on disaster-affected people living in Kamaishi city, Iwate prefecture. Many
 affected households were homeowners living in single-family detached housing and, thus, they sought
 to rebuild their houses in the period immediately after the tsunami. However, it has increasingly 
been becoming difficult for the affected people to reconstruct or purchase housing mainly due to 
heavy financial burdens. This is now prompting many local governments to expand the provision of 
low-rent public housing. We also pointed out noticeable differences in terms of household 
structures, employment status and housing conditions between those living in temporary housing 
constructed by the local government and those living in private rented housing with rental 
allowances.

研究分野： 住宅政策
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）東日本大震災に襲われた東北太平洋沿
岸地域では、最重要の主題の一つは、住宅復
興政策のあり方である。被災者の人生を立て
直すために、政府と自治体は、雇用創出、保
健・医療の再構築、地域福祉の拡充など、一
連の施策を推し進める。このなかで、住まい
の再生は、生活再建の課題の一つであるだけ
ではなく、その基盤としての位置を占める。 
 
（２）そして同時に、地域持続の可能性を高
めるために、住宅復興政策は重要な役割を担
う。東北太平洋沿岸の多数のエリアでは、震
災の発生前から人口の減少・高齢化、経済規
模の縮小などが進んでいた。震災の影響によ
って、人口・経済変化が過度に加速し、それ
が地域存立の基盤を掘り崩すことがありえ
る。ここで求められるのは、住まいの再生が
被災者の日常生活を回復し、それが持続可能
な地域の形成につながる、という道筋の構想
である。 
 
２．研究の目的 
本研究は、被災者の住宅事情を繰り返し調

査し、その変化の追跡をふまえて、住宅復興
のための政策・制度を評価し、その改善に貢
献しようとするものである。本研究グループ
は、岩手県釜石市を対象とし、市との協力関
係のもとで、被災者に対する大規模なアンケ
ート調査を実施してきた。その着実な継続が
本研究の核を占める。釜石市は、三陸沿岸地
域に立地し、その経済上の核をつくると同時
に、工業と漁業による産業形成、その近年の
停滞傾向、人口の減少・高齢化などの点にお
いて、同地域の典型エリアの一つとして位置
づけられる。被災世帯は、震災前に住んでい
た場所に持家を再建する世帯、別の場所で新
たに持家を取得する世帯、公営住宅に入居す
る世帯、民営借家を確保する世帯、親族の住
宅に移る世帯、仮設住宅に長く残る世帯など
に分岐していくとみられる。住宅復興を適切
に進めるには、被災者の変化する住宅事情を
とらえ、それを政策・制度の改善に反映して
いく必要がある。 
 
３．研究の方法 
（１）釜石市の被災者を対象とし、その生活
再建の状況と住宅事情に関するアンケート
調査を年１回実施する。この科研費の獲得以
前に２回にわたってアンケートを実施して
いた（2011、2012 年度）。これに続いて、科
研費にもとづき３回の調査を行った（2013、
2014、2015 年度）。すべての調査は、仮設住
宅の入居世帯を対象とし、2012 年度以降では、
「みなし仮設」世帯をも対象に含めた。同一
対象の被災世帯に対し、アンケート調査を反
復・継続し、生活再建と住宅事情の変化を追
跡した点に、この研究のきわだった特徴があ
る。 
 

（２）国レベルでの住宅復興政策の展開を調
べたうえで、釜石市をはじめとする被災自治
体へのヒアリング調査を実施し、住宅復興政
策の実績・課題を把握した。東北の住宅復興
では、「みなし仮設」住宅、持家再建に対す
る補助、防災集団移転促進事業・土地区画整
理事業などの土地利用再編、住宅ローンの個
人版私的整理、公営住宅に関する多様な入居
者選定など、新しい手法の開発と使用が多く
みられる。これらの制度にとくに注目し、そ
の内容・運用実態を自治体ヒアリングから把
握した。 
 
４．研究成果 
（１）アンケート調査の結果から、被災した
世帯には、高齢化した世帯あるいは小規模な
世帯が多く、その一方、子どもを育てる稼働
年齢の家族世帯も存在することがわかった。
「仮設」と「みなし仮設」は、異なる特徴を
もち、それぞれ独自のグループを構成する。
「仮設」では、高齢・小規模世帯の割合がよ
り高く、「みなし仮設」では、家族世帯が相
対的に多い。「みなし仮設」の被災者の多く
は、入居可能な住居を民間賃貸住宅市場のな
かで自ら探し出す必要があった。この点は、
「みなし仮設」世帯の特徴に関連する。子育
て期の就労世帯は、通勤・通学の利便性を重
視して住む場所を探す必要があり、そのため
に行動する力をもっている場合が多い。 
 
（２）被災した世帯は、世帯員の一部が転出
し、別の場所に住むという世帯分離を経験す
ることがある。別の場所に別居している者が
いる世帯は、４割近くにおよんだ。別居者の
（世帯主との）続柄を示したデータによれば、
「子」が最も多く、また「孫」も少なくない。
世帯主の「子」または「孫」にあたる年齢の
若い世代が世帯から分離しているケースが
多く、また世帯主の「子」が自分の子（世帯
主の「孫」）を連れて別居している場合があ
るとみられる。仮設住宅は狭く、若者と親の
同居は容易ではない。若い世帯は、就労・子
育て・通学に適した環境を求める場合が多い。
これらの点が世帯分離の要因になったと推
察される。一方、別居者の続柄が世帯主・配
偶者の父母の場合もある。これは、被災した
世帯が、高齢の親を別の場所に避難させるケ
ースがあることを表している。世帯分離をし
た世帯は、別居者と再び同居しようとするの
か、あるいは別居を続けようとするのか。こ
の点についての調査結果をみると、「いずれ
は同居したい」が半数近くで最も多い。住宅
復興の政策立案・実施では、別居している被
災家族の再同居を支えることが一つの課題
になる。 
 
（３）「仮設」と「みなし仮設」に共通して、
世帯変化を特徴づけるのは、要約すれば、高
齢・小規模化である。これは、一方では、仮
設に住み続けている世帯それ自体の変化を



表している。とくに世帯分離は、世帯変化を
もたらす中心的な要因になる。他方では、時
間の経過にともない、仮設から転出する世帯
が増えることによって、仮設に残っている世
帯の構成が変化する。より規模の大きな世帯、
より若い世帯が転出すれば、仮設世帯では、
より小規模、より高齢の世帯の比率が上昇す
る。このように、仮設世帯の構成の変化は、
住み続けている世帯の変化と世帯転出の双
方からもたらされている。 
 
（４）主な働き手が無職の世帯の割合をみる
と、経年につれて増えている。「みなし仮設」
では、「仮設」に比べ、無職が少なく、これ
は、稼働年齢の家族世帯が相対的に多いこと
に関係する。現在の主な収入源は、「仮設」
では、世帯の高齢化を反映し、「年金」が最
も多く、過半を占める。「みなし仮設」では、
稼働年齢層が相対的に多いことから、「給
与・事業収入」が過半になる。稼働年齢層の
転出と住み続けている世帯の加齢にともな
い、「年金」を主な収入源とする世帯の割合
が増える傾向がある。以上の就労・収入状況
は、被災者の住宅再建をより困難にする要因
になる。 
 
（５）被災した人たちは、将来、どこに住み、
どのような住まいを確保しようとしている
のか。まず、転居先の見通しについてたずね
た結果をみると、2012 年度では「見通しはま
ったくたっていない」と「見通しはあまりた
っていない」を合わせた比率が約７割におよ
んだ。この数値は、2013 年度になると、５割
強まで低下し、2015 年度では、さらに下がっ
た。しかし、震災発生から５年以上が経った
時点で、「見通しはまったくたっていない」
と「見通しはあまりたっていない」を合わせ
た割合が「仮設」で 15.7％、「みなし仮設」
で 37.8％と依然として多い点に注目する必
要がある。 
 
（６）居住地の希望についての回答には、土
地被害の影響が現れている。「仮設」のデー
タをみると、2011 年度では、「震災前に住ん
でいた場所」を希望する回答は、34.8％を示
した。この割合は、震災発生の翌年以降では
減少し、２割を下回った。回答世帯の約８割
は、一戸建て持家に住んでいた。この点から
すれば、震災前の住所への復帰を望む世帯は
少ない。住んでいた土地が津波によって激し
い被害を受け、自身の土地を所有していても、
そこに戻れない、戻りたくないという世帯が
多い。また、震災前に住んでいた土地が災害
危険区域に含められ、そこに戻れなくなった
ケースも多い。自分の地区・集落に戻ること
を希望する世帯も多いとはいえず、「震災前
に住んでいた場所」と「震災前に住んでいた
地区・集落」を合わせた割合は、2011 年度か
ら 2013 年度にかけて５割台にとどまった。
この比率は、2015 年度には 6割を超えた。こ

れは、土地区画整理・防集事業などの開始に
よって、震災前の地区・集落に戻る見通しを
得た世帯があること、復興公営住宅では「震
災前に居住していた地区への入居を希望す
る世帯」の優先入居があることを反映してい
ると考えられる。「みなし仮設」世帯は、「仮
設」世帯に比べて、より遠方の居住地を希望
する場合が多い。これは、「みなし仮設」世
帯に稼働年齢の家族世帯が多く、子育て、就
労などに関係する事情からより広域の移動
を選ぶ人たちが多いことを示唆している。 
 
（７）住宅の所有形態についての希望をみる
と、「仮設」世帯は、2011 年度では、多くの
場合、持家を希望し、その比率は約８割にお
よんだ。これは、震災前の住まいが持家であ
った世帯が大半を占めることを反映する。と
ころが、2012 年度以降では、持家希望は約５
割にまで減った。震災前の持家率の高さ、
2011 年度の持家希望の多さからすれば、2012
年度以降の持家希望は大幅に少ない。これは、
時間がたつにつれて、持家取得の可能な世帯
が「仮設」から転出したこと、「仮設」に生
み続ける世帯では、持家取得の困難を認識す
るケースが増えたことに関係する。持家希望
が減る一方、増大したのは、公的借家の希望
者である。その割合（災害公営住宅およびそ
れ以外の公的賃貸の合計）は、2011 年度は１
割強と少なかったのに対し、2012 年度では４
割強まで急増し、2015 年度では５割近くへと
さらに高まった。釜石市をはじめとする東北
の被災地では、震災以前では、公的賃貸は少
なかった。しかし、住宅の自力確保の困難さ
は、公的借家希望を増大させた。 
 
（８）すなわち、住まいに関する被災者の意
向は大きく変化し、持家希望の減少と公的借
家希望の増大が表裏一体の関係を構成した。
「仮設」世帯に比べて、「みなし仮設」では、
持家希望の割合が高く、公的賃貸希望が少な
い。この一因は、「みなし仮設」で稼働年齢
の家族世帯が多い点にある。稼働世帯であれ
ば、持家取得のための所得を得られる可能性
が相対的に高く、家族世帯は、子育てなどの
ためにより広い面積を必要とし、持家を求め
る傾向をもつ。 
 
（９）持家取得の資金として何を利用するの
かを複数回答でたずねた。2015 年度調査の結
果によると、「仮設」世帯では、「国からの支
援金（被災者生活再建支援制度など）」の回
答率が 74.4％と最も高く、次いで「岩手県の
独自の支援金」68.8％、「釜石市の独自の支
援金」67.0％である。これに続くのは、「自
分や家族の貯蓄」（64.2％）であった。公的
支援制度による資金の利用が主流を占め、自
身・家族の貯蓄の利用より多い。持家取得の
ための一般的な手段は住宅ローンの利用で
ある。しかし、「銀行等からの新たな住宅ロ
ーン」を使う世帯は 42.0％と相対的に少ない。



被災者の多くは高齢化し、また、震災は雇用
と所得をより不安定にした。この状況下では、
住宅ローン利用の現実性は低く、持家取得を
支えるうえで、公的支援制度のはたす役割が
大きくなる。以上のほかに、「震災で壊れた
住宅の保険金（地震保険）」の利用が 38.1％、
「元の土地の売却で得た資金」が 27.3％を示
した。住宅ローンの供給が住宅復興の動力に
なるとは限らない点に注目する必要がある。 
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